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１．女性の活躍が望まれる背景 

＊労働人口の減少・少子化・日本の土台に不安。 

＊多様な人材をフル活用して戦う国際情勢、世界からも期待。 

＊経済社会環境の変化による期待。 

 「女性に適する産業が発展」「共働きで消費拡大」 

「多様性が企業業績アップ」 

 

 

２．量の拡大と質の向上、両方が必要 

＊補助的な雇用の拡大だけでは高い能力生かせず。教育投資の損失。 

＊リーダーとして活躍する女性増加が、女性の雇用全体にも好影響。 

→万全な保育体制を即座に。活躍の見える化と情報共有。 

 

 

 

 

 

 



３．働き方の見直しをどの組織でも 

＊なぜ女性だけが「両立」？男性の「両立」は？ 

＊男性モデルに合わせた働き方では、参入は限定的。 

＊両方を楽しみたい若い男性。介護を抱えた中高年も。 

→労働法制で働き方の自由度をあげると同時に、残業時間の上限、

仕事のインターバルの確保。実効性あるワークライフバランスを。 

＊「この仕事だけは特別」？無理な理由は本当か？ 

＊政治・超党派の国会改革で、政治家・官僚のワークライフバラン

スも実現。 

＊人事制度は年齢でポストを限定せず、キャリア形成の多様化を。 

 

 

４．企業の社会的役割・従業員の家族も視野に 

＊企業のよるばらつき。「マッチョ企業」の社会貢献は。 

＊一企業だけで解決しない、少子化問題。「妻」が活躍できているか。 

＊転勤・単身赴任の社会的影響。 

→活躍推進に頑張っている企業を支援。負担を平準化するための

財源負担も。 



 

５．女性の活躍には両立支援と活躍支援の両輪 

＊仕事継続のための両立支援は必要だが、女性限定の支援策に課題。 

＊育休から本格復帰につながるブリッジのある制度。 

＊キャリアロスをできるだけ小さくする働き方。 

＊フォローする同僚やマネジメントする管理職を評価。 

＊画一的な制度や選別でなく個々に合わせた対応。 

＊限定的な働き方への正当な評価。非正規雇用の待遇改善。 

 

 

６．活躍を阻害している制度の見直し 

＊問題は活躍できる女性の就業抑制。企業の出す手当の基準に反映。 

＊配偶者控除→子育て支援や結婚控除への考え方。 

＊専業主婦がよしとされた世代の反発や子育て世帯の負担増に配慮

する必要。 

→環境整備と並行して進める。子育て終了女性の本格就労推進。 

  次の世代の家族像に沿っていく必要。 

 



７．女性に昇進意欲がない、とされる問題 

＊今の管理職モデルに対して前向きでない→新しい管理職像。 

＊子供のころの教育やリーダー経験の差。特性の違いに配慮。 

＊ステップとなる仕事の経験を与える。 

→上司や親、教育関係者の意識改革も必要 

 

 

８．地方創生は女性の活躍が鍵になる 

＊人口の増減に若い女性が影響。住みやすく、働きがいのある雇用。 

＊地域によって、女性雇用への意識に差がある。（正社員増加に差）。 

＊女性の雇用拡大で転勤時に家族で住めば、子供Ｕターン可能性増。 

＊無償奉仕に頼ってきた地域活動の見直しを。 

→地域における、女性雇用の質の改善 

 

 

９．マタニティハラスメントなどへの厳しい対処 

＊女性活躍の動きに逆行。マタハラ、ママハラには厳格に対応。 

→情報を共有し、違反企業は情報公開を。 



１０．地域で、学校で、こまごまとした負担の軽減を 

＊学齢期のＰＴＡ活動のあり方の見直し。 

＊学童保育や保育所での、負担軽減の意識を高める。 

＊家事支援サービスの推進。 

→ニーズを反映しやすい企業などの参入や、規制緩和を。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜政治への提案まとめ＞ 

１  万全な保育体制を即座に。財源を優先投入。 

２  女性活躍の見える化と情報共有強化。 

３  労働法制で自由度アップと実効性ある働き過ぎ防止策。 

４  超党派の国会改革で政治・官僚のワークライフバランス。 

５  転勤などの家族への影響の認識共有。企業負担の平準化。 

６  企業の両立支援と活躍支援の向上を推進。 

７  多様な働き方への正当評価・非正規の待遇改善を支援。 

８  配偶者控除などの見直しと環境整備。企業の手当も。 

９  教育面での意識改革推進。 

１０ 地域での女性雇用の質改善を支援。 

１１ マタハラ・ママハラへの対処厳格化。 

１２ ニーズを反映しやすい新規参入・規制改革。 

 

 















 

 

 

 

 

 


